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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、奈良県広域水道企業団（以下「企業団」という。）にお

ける行政文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において「行政文書」とは、奈良県広域水道企業団情報公開

条例（令和６年１１月条例第２号。以下「情報公開条例」という。）第２条

第２項に規定する行政文書をいう。 

 （行政文書の取扱いの原則） 

第３条 職員は、行政文書に関する事務を、責任をもって適正かつ迅速に処理

するとともに、行政文書を適正に管理しなければならない。 

 （総括文書管理者等） 

第４条 事務局に、総括文書管理者及び副総括文書管理者を置く。 

２ 総括文書管理者は、事務局長をもって充て、行政文書の管理に関する事務

を総括する。 

３ 副総括文書管理者は、事務局次長をもって充て、総括文書管理者を補佐す

るとともに、企業団における行政文書の管理に関する事務が適正かつ迅速に

行われるよう指導を行う。 

 （行政文書の作成） 

第５条 職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績

を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微

なものである場合を除き、行政文書を作成しなければならない。 



 （行政文書の書式等） 

第６条 行政文書の用字、用語、書式等については、奈良県広域水道企業団公

文の作成に関する規程（令和６年１１月企業管理規程第１号）に定めるとこ

ろによる。 

   第２章 文書の収受等 

 （文書等の収受等） 

第７条 事務局に到着した文書等（電子的方式により受信するものを除く。こ

の条において同じ。）は、事務局において収受し、次の各号に定めるところ

により処理するものとする。 

 (1) 特殊取扱いの郵便物（速達郵便物を除く。第３号を除き、以下この章に

おいて同じ。）以外の郵便物は、開封しないで、担当者又は名宛人に配布

すること。ただし、開封を必要とするものについては、開封の上、その封

筒を添付して配布すること。 

 (2) 電報は、電報受領簿（第１号様式）に必要な事項を記入し、前号に定め

る手続に準じ処理すること。 

 (3) 特殊取扱いの郵便物（速達郵便物、特別送達郵便物及び現金書留郵便物

を除く。）は、特殊取扱郵便物受領簿（第２号様式）に必要な事項を記入

し、第１号に定める手続に準じ処理すること。 

 (4) 特殊取扱いの郵便物のうち特別送達郵便物は、前号に定める手続に準じ

処理した上、その封筒に受領の日時を記入して認印を押すこと。 

 (5) 特殊取扱いの郵便物のうち現金書留郵便物は、特殊取扱郵便物受領簿に

必要な事項を記入し、開封しないで担当者又は名宛人に配布すること。 

 (6) 宅配便による荷物等の物品（以下「物品」という。）は、物品受領簿（

第３号様式）に必要な事項を記入し、第１号に定める手続に準じ処理する

こと。 

２ 前項の規定による収受は、当該文書等（その内容が軽易なものを除く。）

の余白に収受印（第４号様式）を押す方法により行うものとする。 

 （郵便料金が未納又は不足の文書等） 

第８条 郵便料金が未納又は不足の郵便物があっても、副総括文書管理者が必

要と認めるときは、その未納又は不足の料金を支払い、これを収受すること

ができる。 

 （電子的方式による文書の受領等） 

第９条 電子的方式により文書を受信した場合は、速やかに、当該文書の内容

を用紙に出力するものとする。この場合において、次項の規定による処理を

必要としない文書は、用紙への出力を省略することができる。 



２ 前項前段の規定により用紙に出力された文書は、第７条第２項の規定の例

により処理するものとする。 

   第３章 起案及び決裁 

 （起案） 

第１０条 文書の起案は、起案用紙（第５号様式）を用いて行わなければなら

ない。ただし、軽易な事案で文書の余白を利用し、又は付箋を用いて処理す

ることができるものについては、この限りでない。 

２ 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに起案に関する文書を

添えなければならない。この場合において、定例的又は軽易なものについて

は、起案理由の記載を省略することができる。 

３ 起案文書には、起案の際、次に掲げる決裁の区分を記入しなければならな

い。 

 (1) 企業長決裁 

 (2) 事務局長決裁 

 (3) 事務局次長決裁 

４ 次の各号に掲げるものに係る起案文書には、起案の際、当該各号に定める

事項を記入しなければならない。 

 (1) 秘の取扱いを要するもの 秘 

 (2) 公報に登載するもの 公報登載 

 (3) 議案として提出するもの 議案 

 (4) 公印を押印するもの 公印押印 

５ 起案文書には、起案の際、第２１条第２項の文書分類表による分類記号及

び保存期間を記入しなければならない。 

 （供覧） 

第１１条 前条の起案による処理を必要としない文書又は直ちに起案すること

が困難な文書であって閲覧に供することにより処理できるものは、文書の余

白又は付箋に必要な事項を記入する方法により供覧しなければならない。 

 （回議） 

第１２条 回議は、関係職員から順次上司に行うものとする。 

 （起案の持回り） 

第１３条 秘の取扱いを要する起案文書及び重要又は異例の起案文書について

は、起案者又はその上司は、当該起案文書を持ち回らなければならない。 

   第４章 文書の施行 

 （文書の浄書及び校合） 

第１４条 施行する文書の浄書及び校合は、事務局において行う。 



 （公文の記号及び番号） 

第１５条 次の各号に掲げる公文には、当該各号に定めるところにより記号及

び番号を付けなければならない。 

 (1) 条例、規則、企業管理規程、告示及び訓令 企業団名を冠し、その種類

ごとに公文台帳（第６号様式）により事務局において会計年度による一連

番号を付ける。 

 (2) 達及び指令 奈広水の記号を冠し、事務局において文書施行簿（第７号

様式）により会計年度による番号を付ける。 

 (3) 往復文 奈広水の記号を冠し、事務局において文書施行簿により会計年

度による番号を付ける。ただし、秘の取扱いを要するものについては、当

該記号の上に「秘」の文字を冠し、事務局において秘密文書用の文書施行

簿により会計年度による番号を付ける。 

２ 前項第２号の指令又は同項第３号の往復文において、同一事案に係るもの

のうち事務局長が適当と認めるものについては、それぞれ当該各号に規定す

る番号を同一にして枝番処理簿により枝番号を付けて処理することができる。 

３ 第１項第３号本文の場合において、事務局長名で施行するもののうち軽易

なものについては、番号に代えて「号外」の文字を付けることができる。 

 （公文の記名） 

第１６条 公文の記名は、企業長名を用いる。ただし、往復文については事案

により事務局長名を用いることができる。 

 （公印の押印） 

第１７条 施行する文書（公報に登載するものを除く。以下同じ。）のうち、

次に掲げるものには、公印を押さなければならない。 

 (1) 法令等の規定により公印を押さなければならない文書 

 (2) 企業団又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 

 (3) 事実の証明に関する文書その他の信用力を付与する必要のある文書 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、公印を押すことが必要であると認められる

文書 

２ 公印を押そうとするときは、奈良県広域水道企業団公印規程（令和６年１

１月企業管理規程第３号）第２条及び別表に定める当該公印の保管責任者の

照合を受けなければならない。 

３ 公印を押したときは、文書施行簿又は枝番処理簿に必要な事項を記入しな

ければならない。 

 （文書の発送） 

第１８条 文書の発送は、事務局において行う。 



 （施行年月日の記載） 

第１９条 文書を施行したときは、施行後、その施行を行った職員は、当該施

行に係る決裁を受けた文書に施行年月日を記載しなければならない。 

   第５章 行政文書の整理及び保存 

 （行政文書の整理及び保存） 

第２０条 行政文書は、整理し、専用の場所において適切に保存しなければな

らない。 

 （行政文書の分類） 

第２１条 行政文書は、事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し

なければならない。 

２ 事務局長は、前項の規定による分類について、文書分類表を定めるものと

する。 

 （行政文書の保存期間） 

第２２条 行政文書の保存期間は、別表の左欄に掲げる行政文書の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める期間以上の期間とする。ただし、法令に別の保

存期間が定められている行政文書については、当該保存期間とする。 

２ 前項の保存期間は、行政文書の完結の日の属する会計年度の翌年度の初日

から起算する。ただし、次の各号に掲げる行政文書については、当該各号に

定める日から起算する。 

 (1) 暦年により処理する行政文書 当該行政文書の完結の日の属する年の４

月１日の属する会計年度の翌会計年度の初日 

 (2) 保存期間が１年未満の行政文書 当該行政文書を作成し、又は取得した

日 

 （行政文書の保存） 

第２３条 行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政文書について保

存期間の満了する日を設定し、当該保存期間の満了する日までの間保存しな

ければならない。 

 （保存期間の延長） 

第２４条 次の各号に掲げる行政文書については、保存期間の満了する日後に

おいても、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存しなけ

ればならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分

にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの

間保存しなければならない。 

 (1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了す

るまでの間 



 (2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる

もの 当該訴訟が終結するまでの間 

 (3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要と

されるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算し

て１年間 

 (4) 情報公開条例第５条の規定による開示の請求があったもの 情報公開条

例第１１条第１項又は第２項の決定の日の翌日から起算して１年間 

 (5) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７６条の規

定による開示の請求があったもの 同法第８２条の決定の日の翌日から起

算して１年間 

２ 保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認める

ときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。当該延

長に係る保存期間が満了した行政文書についても、同様とする。 

３ 前項の規定により行政文書の保存期間を延長するときは、総括文書管理責

任者に協議しなければならない。 

 （行政文書の廃棄） 

第２５条 保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間）が満了

した行政文書については、消去、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により

廃棄しなければならない。 

   第６章 補則 

 （他の法令等との調整） 

第２６条 法律及びこれに基づく命令並びに条例及び規則の規定により、行政

文書の管理に関する事項について特別の定めがある場合にあっては、当該事

項については、当該法律及びこれに基づく命令並びに条例及び規則の定める

ところによる。 

 （その他） 

第２７条 この規程に定めるもののほか、行政文書の管理に関し必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



別表（第２２条関係） 

行政文書の区分 保存年限 

１ ア 条例、規則又は企業管理規程の制定、改正又は廃止の

ための決裁文書 

イ アに掲げるもののほか、企業団の重要な事項に係る意

思決定を行うための決裁文書 

ウ 企業団又は企業団の機関を当事者とする訴訟の判決書 

エ 行政文書の管理を行うための台帳 

オ 公印の新調、改刻又は廃止を行うための決裁文書 

カ アからオまでに掲げるもののほか、企業長がこれらの

行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの 

３０年 

２ ア 附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの 

イ アに掲げるもののほか、行政上の重要な事項に係る意

思決定を行うための決裁文書（１の項に該当するものを

除く。） 

ウ 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行う

ための決裁文書 

エ 表彰を行うための決裁文書 

オ アからエまでに掲げるもののほか、企業長がこれらの

行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの 

１０年 

３ ア 法律若しくはこれに基づく命令又は条例若しくは規則

により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画

書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書 

イ アに掲げるもののほか、行政上の意思決定を行うため

の決裁文書（１の項、２の項、４の項又は５の項に該当

するものを除く。） 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号)第２３５条の２

第１項の規定による検査に係る書類又はその写し 

エ 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の

廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿 

オ アからエまでに掲げるもののほか、企業長がこれらの

行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの 

５年 

   ４ ア 行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決

裁文書（５の項に該当するものを除く。） 

３年 



イ 調査又は研究の結果が記録されたもの 

ウ イに掲げるもののほか、行政上の政策の決定又は遂行

上参考とした事項が記録されたもの 

エ 職員の勤務の状況が記録されたもの 

オ アからエまでに掲げるもののほか、企業長がこれらの

行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの 

   ５ ア 行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁

文書 

イ アに掲げるもののほか、企業長がこれらの行政文書と

同程度の保存期間が必要であると認めるもの 

１年 

６ その他の行政文書 事務処理

上必要な

１年未満

の期間 

 



第１号様式（第７条関係） 

 （電報受領簿） 

整理 

番号 
受領月日 発信局名番号 発信者名 受信者名 受領印 摘要 

  月 日      

  月 日      

  月 日      

 

第２号様式（第７条関係） 

 （特殊取扱郵便物受領簿） 

整理 

番号 
受領月日 

種類 

番号 
発信者名 受信者名 受領印 摘要 

  月 日      

  月 日      

  月 日      

 



第３号様式（第７条関係） 

 （物品受領簿） 

整理 

番号 
受領月日 種類 数量 発信者名 受信者名 受領印 摘要 

  月 日       

  月 日       

  月 日       

 

第４号様式（第７条関係） 

  

 注 印の大きさは、直径３５ミリメートルとする。 

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

  索引番号  

（題名） 

  

（伺い） このことについて、 

  

  

  

  

  

 
 企業長     副企業長 
 
 
  事務局長     事務局次長 
 
 
 合議 

決裁 
区分 

 

起 案 者 
職氏名印 

 
事務局 
 

 文書 
処理 
上の 
記事 

  秘   公報登載 
 
 議案  公印押印 

起案 年  月  日 

分類記号 

第１ 
分類 

第２ 
分類 

第３ 
分類 

第４ 
分類 

決裁 年  月  日 
    

施行 年  月  日 保存期間 １年 ３年 ５年 10年 30年 

奈 良 県 広 域 水 道 企 業 団 

 



第６号様式（第１５条関係） 

 （公文台帳） 

番 号 月 日 題  名（件名） 公報番号 

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

第  号   月  日   

 



第７号様式（第１５条関係） 

 （文書施行簿）（枝番処理簿） 

親番号 

      

番 号 月 日 件  名 発信者名 あて先 担当者 

公印

押印

数  

       

       

       

 注 公印の押印を省略する場合は、「公印押印数」欄に「公印省略」と記入

し、併せてあて先数を記入してください。 
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